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■

枚方

1.大戸川流域周辺の地勢

（地勢図）

宇治川

瀬田川洗堰

天ヶ瀬ダム

大戸川流域

大戸川ダム

琵琶湖

瀬田川

大戸川の概要
・流域面積：約190km2

・流路延長：約38km

10km
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大戸川ダム工事事務所

※ 国土地理院発行1/20万地勢図「京都及び大阪」「名古屋」図幅使用

甲 賀 市

甲 賀 市



2. 大戸川の現況（湛水区域図・ダムサイト位置図）

（湛水区域図）

大戸川縦断図
淀川大戸川ダム建設事業計画書 参考資料
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大戸川堤防（堂地先）決壊。黄瀬より上流部で氾濫（床上・下浸水210棟）。石
居橋流出。その他道路、橋梁多数損傷。

昭和57年
10号台風

芝原、流地先で決壊、濁流が田地に流入昭和42年

梨の木川決壊により、家屋浸水１０数戸昭和34年
伊勢湾台風

全域で氾濫。牧・荒戸・堂の各橋流出橋流出・大破損。
大戸川流域では、信楽町16ヶ所、雲井村30ヶ所、小原村47ヶ所、朝宮村40ヶ所
、多羅尾村9ヶ所、下田上村1ヶ所(いずれも当時の行政区域)において堤防が決壊
し河川が氾濫。上田上地区では、大津市上田上堂町、森町において氾濫

昭和28年
13号台風
（戦後最大洪
水）

全域で氾濫。堂橋、石居橋、稲津橋が流出
大戸川流域で死者44名,負傷者143名。家屋被害1,033戸(うち全壊18戸,半壊50
戸)田畑流出16.5ha、同冠水.0.5ha、山崩れ50ヶ所

昭和28年
8月14日

大戸川の増水により荒戸橋が流失昭和23年

被害状況洪水名

出典）大戸川 水害の歴史：大戸川ダム工事事務所，平成12年
河川の治水に対する考え方：滋賀県ホームページ

3.大戸川の洪水
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（大戸川の災害）

■ 昭和２８年９月（台風１３号）の災害

大
戸
川
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尾
川

大戸
川

石居橋

荒戸橋

瀬田川洗堰

N

破堤個所

大
戸
川

昭和２８年台風１３号による破堤（出典：京都新聞）

堂

森

中野

芝原

黒津地点
流量：803m3/s（※再現計算）
降雨：148mm/9h

×

▲黒津

瀬
田
川N

※再現計算：氾濫が無かったと仮定した場合、黒津地点に到達しうる流量
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（大戸川の災害）
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石居橋

荒戸橋

石居橋

石居橋

瀬田川洗堰

▲▼柴原進氏（大津市上田上芝原町）

▲宇野せつ子氏（大津市上田上平野町）

【航空写真】
平成１２年１１月撮影

N

■ 昭和５７年８月（台風１０号）の災害

堂

森

中野

芝原

黒津地点
流量：845m3/s（※再現計算）
降雨：139mm/9h

大
戸
川

▲黒津

※再現計算：氾濫が無かったと仮定した場合、黒津地点に到達しうる流量
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5313型1.0倍（大戸川ダム有り）

堤防高-余裕高

4. 大戸川下流流下能力図

373m3/s
442m3/s 214m3/s274m3/s

279m3/s 482m3/s 486m3/s

▲黒津

狭窄部
無堤区間

無堤区間
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昭和２８年台風１３号

昭和２８年台風１３号（大戸川ダム有り）

昭和２８年台風１３号の降雨を再現した到達流量
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※流下能力：［堤防高－余裕高］および［堤内地盤高］の高い方を評価水位とし、H15河道を用いて算定
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計画規模（黒津１／１００）の降雨を再現した到達流量



淀川水系の現状

全川 堤防の弱い箇所あり

下流部 流下阻害の橋梁

中流部 流下能力不足

現状は下流が先行し、中上流が後回し

現状で計画規模の降雨があっても、淀川本川は計画
高水位以下で流下

5. 河川整備計画原案
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流下能力不足区間
中上流部に流下能力の低いところがあり、放置することができない

高時川

姉川

安曇川

琵琶湖

愛知川

日野川

野洲川

瀬田川

鴨川
桂川

山科川

宇治川

木津川

安威川

猪名川

淀川

■天ヶ瀬ダム

■大下津地区～久我橋

■瀬田川(洗堰下流）

■嵐山地区

■名張川地区

■上野地区

■塔の島地区
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②継続的な堤防強化の取組み

超過洪水や不測の外力に対しても被害の軽減を目指す
万全とはいえないが、粘り強い堤防によって少しでも被害を軽減
さまざまな工夫を行いながら対策を実施
対策技術の向上、評価手法の構築に取り組む

③上下流・本支川間のバランスに基づく治水対策

中流部の流下能力向上（せめて戦後最大洪水までは安全に）
中上流の改修が下流に負荷をかけないよう、上流で洪水調節

整備途上のいかなる段階においても、淀川本川は計画規模の降雨に
対して計画高水位以下で安全に流下

淀川水系の河川整備内容

堤防の補強を最優先で実施
（計画高水位以下の流水の作用に対して万全を目指す）

①堤防の補強
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上下流バランスの考え方(淀川水系関係6府県知事も含めた共通認識）
上流の築堤や掘削等の河川改修に伴う下流有堤区間における人為的な流量増による堤防
の決壊は極力回避する。

①淀川本川と中上流の間における上下流バランス
整備のあらゆる段階において、計画規模以下の洪
水に対しては、淀川本川の水位が計画高水位を超過
しないよう水系全体の整備を進める。

②狭窄部の上下流における上下流バランス
整備目標とする洪水が生起した場合における、狭窄
部及びその上流で必要な対策を行った後の狭窄部へ
の流入量が、河川整備に着手する以前の自然状態
のときの流入量を上回ることのないよう上流の洪水調
節施設を整備する。
これが困難な場合には、可能な限り上流で洪水調
節施設を整備することにより流量増を抑制した上で、
流下する流量に対しては計画高水位以下で流せるよ
う中流部の河道等を整備する。

未改修の状況では上流で氾濫
下流の流量が増加

→下流部の堤防区間の危険度が増大

堤防等の整備により上流部の安全度を向上させることによ
り、下流に誘導することになる流量に対し、人工工作物で
ある堤防により防御されている下流部が安全となるよう上
流部よりも高い安全度を下流部に設定することが必要。

上流で氾濫 上流の氾濫は解消

下流への負荷は増大

河道整備

考え方のイメージ

上流部において
堤防等を整備し
安全度を向上
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淀川本川を計画高水位以下に抑える整備
中上流改修による下流への流量増への対処

琵琶湖

瀬田川

鴨川
桂川

山科川

宇治川

木津川

安威川

猪名川

淀川

寝屋川

貯留施設による上流の流出抑制

下流の改修

・淀川本川河床掘削
・橋梁の架け替え

-12-

淀川における洪水調節
○淀川本川は宇治川、桂川、木津川の洪水を集めて流下しており、各支川からの淀川本川

への流出量は、それぞれの支川において洪水調節を行い、できる限り下流淀川本川に負

担をかけないようにしているところ。

○上記の対応でもなお淀川本川の流量が流下能力を超え危険な状況となる場合は、淀川

本川までの距離が近く、洪水調節を効率的に実施できる天ヶ瀬ダムにおいて２次調節を

実施し、淀川本川の洪水を安全に流下させることとしている。

桂川

宇治川

木津川

淀川本川

大戸川ダム
天ヶ瀬ダム

○大戸川ダムは天ヶ瀬ダムの２次調節に

必要となる洪水調節容量を確保することを

目的として計画されたものであり、天ヶ瀬ダ

ムが適切に２次調節を行うためには必須

の施設。

枚方
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天ヶ瀬ダム天ヶ瀬ダム

桂川

木津川
淀川

宇治川

大戸川ダム大戸川ダム

琵琶湖琵琶湖



○ 大戸川は滋賀県が管理する河川であり、これまでダム建設を前提として治水対策が考

えられている。

○ 大戸川流域において戦後最大の降雨（５３１３型：昭和２８年台風１３号）が発生した場

合において、洪水氾濫状況を試算した結果、現状では１８１haの浸水被害が生じるが、大戸

川ダムの建設により大きく改善される。

家屋 事業所
床上戸数
(戸）

324 38

床下戸数
(戸）

116 14

合計戸数
(戸）

440 52

浸水面積
（ha）

181

家屋 事業所
床上戸数
(戸）

35 4

床下戸数
(戸）

33 3

合計戸数
(戸）

68 7

浸水面積
（ha）

52

大戸川に対する洪水調節効果

 
凡例 

0.0m～0.5m未満 

0.5m～1.0m未満 

1.0m～2.0m未満 

2.0m～5.0m未満 

現況河道 大戸川ダムなし 現況河道 大戸川ダムあり
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【淀川水系大戸川】
おおつ かみたなかみまきちょう

〇場 所 左岸：滋賀県大津市上田上牧町
おおつ かみたなかみきりゅうちょう

右岸：滋賀県大津市上田上桐生町
〇目 的 ・洪水調節（大戸川、宇治川、淀川の洪水防御）

・流水の正常な機能の維持
・水道用水の供給
（大阪府、京都府、大津市）
・発電

〇諸 元 重力式コンクリ－トダム、高さ92.5m
湛水面積1.5㎢、集水面積153.5㎢
総貯水容量33,600千㎥

現計画（多目的ダム）の概要

◆貯水池容量配分図

洪水調節容量 21,900千㎥

EL.252.50m
EL.250.00m サーチャージ水位

92.5m

EL.160.00m 基礎標高 堆砂容量 6,000千㎥

EL.219.20m 最低水位 利水堆砂容量 5,700千㎥

【淀川水系大戸川】
おおつ かみたなかみまきちょう

〇場 所 左岸：滋賀県大津市上田上牧町
おおつ かみたなかみきりゅうちょう

右岸：滋賀県大津市上田上桐生町
〇目 的 ・洪水調節（大戸川、宇治川、淀川の洪水防御）

〇諸 元 重力式コンクリ－トダム、高さ約67.0m
湛水面積1.2㎢、集水面積152㎢
総貯水容量21,900千㎥

洪水調節容量 21,900千㎥

EL.252.00m

EL.185.00m 基礎標高

67.0m

※洪水調節専用ダム（流水型）穴あきダム

EL.249.40m サーチャージ水位

新計画（洪水調節専用ダム）の概要
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6. 大戸川ダムの新計画

多目的ダム
33,600千㎥

◆ダム貯水地平面図

大戸川ダム
大戸川

田上地区

馬
門
川

天神川

吉
祥
寺
川

田
代
川

西山川

水
越
川

岩
倉
川

酒
人
川

2km

◆ダム比較断面図

EL.160.00m

EL.185.00m

EL.250.00m

洪水調節専用ダム
21,900千㎥

EL.249.40m

（新旧ダムサイトの概要）
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平面図 下流面図

断面図

流水路

常用洪水吐き

（新ダムサイトの概要）

◆ダム三面図
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洪水調節を行う放流口は２箇所
①流水路：ゲートは設けない
平常時の流水を通過させる。

②常用洪水吐き：ゲートを設ける
２８０m3/s以上の流量が流入した場合、流水路と併せて放流量を２８０m3/s

一定に調節する。

放流口を２箇所にすることにより、常用洪水吐きゲートの損傷を避ける。
なお、これらの放流口の詳細（位置、大きさ等）については、今後、詳細に検討を行う。

【通常時】 【洪水時】

（新ダムサイトの概要）

◆洪水調節（放流）計画
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7. 大戸川ダム建設事業

（事業概要）

昭和43年 ダム計画調査着手
昭和53年 4月 ダム実施計画調査着手
平成元年 5月 ダム建設事業採択

平成 3年 3月 特定多目的ダム法に基づく基本計画告示
平成 6年10月 大戸川ダム損失補償基準 妥結調印
平成10年 3月 大鳥居地区 移転完了
平成11年 6月 付替県道大津信楽線 起工式
平成13年 7月 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画 決定
平成15年 5月 流域委員会に大戸川ダム見直し案説明
平成15年 6月 大戸川ダム見直し計画に関する住民との意見交換会

～ 7月
平成15年12月 大戸川ダムの見直し計画についての円卓会議
～平成16年 1月

平成16年 6月 流域委員会に大戸川ダム調査検討中間報告
平成17年 7月 近畿地整より「淀川水系５ダムについての方針」公表
平成19年 8月 近畿地整より「河川整備計画原案」公表

◆沿革

◆事業進捗状況

工事中 4,680m

工事中 8,191m

移転済 55戸

取得済 136.8ha

0% 20% 40% 60% 80% 100%

付替県道

工事用道路・迂回路

家屋補償

事業用地

（H19．3末時点）
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【歴史】
・仁和４（888）年、稲荷大明神社勧請と伝わる
・鎌倉・室町時代、大鳥原、「金勝寺古図」に見られる
・江戸時代、膳所藩大鳥居村
・明治5（1872）年1月19日、滋賀県栗太郡第２区（大鳥居村）
・明治22（1889）年4月1日、平野・中野・芝原・新免・堂・牧・桐生・

大鳥居の８村が合併して栗太郡上田上村となる。
滋賀県栗太郡上田上村（市制町村制施行）

・昭和30年4月1日、栗太郡瀬田町と合併、滋賀県栗太郡瀬田町
大字大鳥居（上田上は地区名として使用）

・昭和42年4月1日、滋賀郡堅田町及び栗太郡瀬田町を大津市に
編入、滋賀県大津市上田上大鳥居町

・平成6年10月、大戸川ダム損失補償基準妥結
・平成10年3月、大鳥居地区移転完了、大津市上田上大鳥居町

（事業概要）
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◆大鳥居地区５３戸の集団移転

移転前

大戸川ダム予定地

Ａ

Ｂ

移
転
地

移転前

瀬
田
川

2km

-20-



（事業概要）

◆関連工事の進捗状況
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橋梁関連工事

改良関連工事

付替県道大津信楽線

大津信楽線での落石事故を報
じる記事（昭和63年）

※ 実施予定箇所は、今後見直しをする場合があります

黄瀬地区道路改良
２６号橋・２７号橋付近

① ②
③

⑥

８

７

④
⑤

３３号橋付近

２９号橋

実施済

１９年度実施予定

今後実施予定

４０号橋（下部工、上部工）⑤

３４号橋（下部工、上部工）④

４５号橋（下部工、上部工）⑥

３３号橋・３５号橋（下部工）③

２９号橋（下部工、上部工）②

２７号橋（下部工、上部工）①

黄瀬地区道路改良

荒張道路改良７

８
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【大戸川ダム水源地域整備計画図】

【出典】 大戸川ダム水源地域整備計画図（滋賀県）

大津市中大津市公共下水道事業11
下水道

甲賀市

甲賀市

土地改良

事業主体事業No区分

大津市未農業用用排水事業1

甲賀市公共下水道事業

市道北側隼人橋線道路改築事業

市道金山線道路改築事業

市道黄瀬北側線道路改築事業

市道１２１６号線他道路改築事業

市道２０２０号線道路改築事業

市道東１７０８号線他道路改築事業

主要地方道栗東信楽線道路改築事業

主要地方道大津信楽線道路改築事業

団体営ほ場整備事業（黄瀬地区ほ場整備）

滋賀県
中3

中12

完10

中9

完8

中7

中6 大津市

未5

未4

道路

甲賀市完2

甲賀市完合併処理浄化槽整備事業21屎尿処理施設

未緑地公園整備事業20

未ダム湖周辺公園整備事業19
スポーツレクレー
ション施設

大津市

完歴史民俗資料館建設事業18

上田上牧町自治会完自治会館建設事業17
公民館、集会施設
等

甲賀市完
農山村活性化促進施設整備事
業

16

大戸川漁業協同組合未
内水面水産振興事業（遊漁等施
設整備事業）

15
農業林業漁業共同
利用施設

完林道角チ線開設事業14

完林道取谷線開設事業13
林道 甲賀市

事業主体事業No区分

平成13年7月に水源地域対策特別措置法による水源地域整備計画が決定し、各事業の実施者である滋賀県、大津市、甲
賀市等において事業が進められています。

（水源地域対策特別措置法による水源地域整備計画）

（水源地域整備事業概要）-22-


